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こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 六 年 六 月 二 十 五 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 条 例 第 三 十 一 号

石 川 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 税 条 例 ( 昭 和 一 一 十 九 年 石 川 県 条 例 第 二 十 三 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 十 条 中 「 百 分 の 五 」 を 「 百 分 の 三 ・ 二 」 に -改 め る 。

第 五 十 七 条 第 一 項 中 「 第 二 十 一 条 の 七 」 を 「 第 二 十 一 条 の 六 」 に 、 「 第 七 十 二 条 の 二 十 三 第 一 項

た だ し 書 」 を 「 第 七 十 二 条 の 二 十 三 一 第 二 項 」 に 改 め る 。

第 五 十 八 条 第 一 項 第 一 号 ハ の 表 中 「 百 分 の 一 ・ 五 」 を 「 百 分 の 二 ・ 二 」 に 、 「 百 分 の 二 ・ 二 」 を

「 百 分 の = 了 二 」 に 、 「 百 分 の 二 ・ 九 」 を 「 百 分 の 四 ・ 一 二 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 の 表 中 「 百 分 の 二 ・

七 」 を 「 百 分 の 三 ・ 四 」 に 、 「 百 分 の 三 ・ 六 」 を 「 百 分 の 四 ・ 六 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 の 表 中 「 百

分 の 二 ・ 七 」 を 「 百 分 の = 一 ・ 四 」 に 、 「 百 分 の 回 」 を 「 百 分 の 五 ・ こ に 、 「 百 分 の 五 ・ コ こ を 「 百

分 の 六 ・ 七 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 百 分 の 0 ・ 七 」 を 「 百 分 の 0 ・ 九 」 に 改 め 、 同 条 第 三 一 項 第 一

号 ハ 中 「 百 分 の 二 ・ 九 」 を 「 百 分 の 四 ・ 一 二 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 百 分 の 二 一 ・ 六 」 を 「 百 分 の 回 ・

六 」 に 改 め 、 同 項 第 三 号 中 「 百 分 の 五 ・ 一 三 を 「 百 分 の 六 ・ 七 」 に 改 め る 。

第 七 十 五 条 第 一 項 中 「 第 三 十 九 条 の 二 の 四 第 一 項 」 を 「 第 三 十 九 条 の 一 一 の 三 第 一 項 」 に 改 め 、 「 こ

の 項 及 ぴ 次 項 に お い て 」 を 削 り 、 「 第 三 十 九 条 の 二 の 四 第 二 項 」 を 「 第 三 十 九 条 の 二 の 三 第 二 項 」

に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 人 の 居 住 の 用 に 供 さ れ た こ と が あ る 住 宅 で 令 第 三 十 七 条 の 十 八 に 規 定 す る

も の 」 を 「 耐 震 基 準 適 合 既 存 住 宅 等 ( 法 第 七 十 三 条 の 十 四 第 三 項 に 規 定 す る 耐 震 基 準 適 合 既 存 住 宅 」

に 、 「 ( 以 下 こ の 項 に お い て 「 既 存 住 宅 等 」 と い う 」 を 「 を い う 。 以 下 こ の 項 及 び 第 七 十 八 条 第 二 項

第 四 号 に お い て 同 じ 」 に 改 め 、 同 項 第 一 号 及 び 第 二 号 中 「 既 存 住 宅 等 」 を 「 耐 震 基 準 適 合 既 存 住 宅

等 」 に 改 め る 。

第 七 十 八 条 第 二 項 第 四 号 中 「 既 存 住 宅 」 を 「 耐 震 基 準 適 合 既 存 住 宅 等 」 に 改 め る 。

第 七 十 八 条 の 六 第 一 項 中 「 第 三 十 九 条 の 七 の 二 一 を 「 第 三 十 九 条 の 七 」 に 改 め 、 同 条 第 五 項 中 「 被

収 用 不 動 産 等 に 代 わ る 不 動 産 」 を 「 当 該 耐 震 基 準 不 適 合 既 存 住 宅 が 取 得 し た 日 か ら 六 月 以 内 に 耐 震

改 修 を 行 い 、 当 該 住 宅 が 耐 震 基 準 に 適 合 す る こ と に つ き 省 令 第 七 条 の 七 で 定 め る と こ ろ に よ り 証 明

を 受 け 、 か っ 、 当 該 住 宅 を そ の 者 の 居 住 の 用 に 供 す る も の 」 に 、 「 第 七 十 八 条 の 六 第 一 項 」 を 「 当

該 不 動 産 が 第 七 十 八 条 の 七 第 一 項 」 に 改 め 、 同 条 を 第 七 十 八 条 の 七 と す る 。

c.n
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附 則 第 十 条 第 一 項 中 「 百 分 の 五 ・ 八 」 を 「 百 分 の 四 」 に 改 め 、 同 条 第 二 項 中 「 五 ・ 八 分 の 0 ・ 八 」

を 「 四 分 の 0 ・ 八 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 一 条 第 二 項 中 「 又 は 第 七 十 八 条 の 二 第 一 項 」 を 「 、 第 七 十 八 条 の 二 第 一 項 又 は 第 七 十 八

条 の 三 第 一 項 」 に 改 め る 。

附 則 第 十 三 条 第 一 項 中 「 ( 法 附 則 第 十 三 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 電 気 自 動 車 を い う 。 次 条 第 一 項

及 び 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ) 」 を 削 り 、 「 次 条 第 二 項 及 び 第 二 項 に お い て 同 じ 。 ) 、 専 ら メ タ ノ ー ル を

内 燃 機 関 の 燃 料 と し て 用 い る 自 動 車 で 省 令 で 定 め る も の 、 メ タ ノ ー ル と メ タ ノ ー ル 以 外 の も の と の

混 合 物 で 省 令 で 定 め る も の を 内 燃 機 関 の 燃 料 と し て 用 い る 自 動 車 で 省 令 で 定 め る も の 」 を 「 以 下 こ

の 条 及 び 次 条 に お い て 同 じ 。 ) 、 メ タ ノ ー ル 自 動 車 ( 法 附 則 第 十 二 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る メ タ ノ l

ル 自 動 車 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ) 、 混 合 メ タ ノ ー ル 自 動 車 ( 法 問 則 第 十 二 条 の 三 第 一 項 に 規 定

す る 混 合 メ タ ノ ー ル 自 動 車 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ) 」 に 改 め 、 「 電 力 併 用 自 動 車 を い う 。」 の 下

に 「 次 項 に お い て 同 じ 。 」 を 加 え 、 「 字 句 は 、」 の 下 に 「 そ れ ぞ れ 」 を 加 え 、 「 に そ れ ぞ れ 読 み 替 え る

も の 」 を 削 り 、 同 項 第 一 号 中 「 平 成 十 三 年 三 月 三 十 一 日 」 を 「 平 成 十 五 年 三 月 三 十 一 日 」 に 、 「 初

め て 」 を 「 最 初 の 」 に 、 「 経 過 す る 」 を 「 経 過 し た 」 に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 平 成 十 五 年 三 月 三 十

一 日 」 を 「 平 成 十 七 年 三 月 三 十 一 日 」 に 、 「 経 過 す る 」 を 「 経 過 し た 」 に 改 め 、 同 項 の 表 を 次 の よ

う に 改 め る 。
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附 則 第 十 三 条 第 二 項 中 「 前 項 」 を 「 前 二 項 」 に 改 め 、 「 附 則 第 十 三 条 第 一 項 」 の 下 に 「 又 は 第 二

項 」 を 加 え 、 同 条 中 同 項 を 第 三 項 と し 、 第 一 項 の 次 に 次 の 一 項 を 加 え る 。

2
 

次 の 各 号 に 掲 げ る 自 動 車 ( 電 気 自 動 車 、 天 然 ガ ス 自 動 車 、 メ タ ノ ー ル 自 動 車 、 混 合 メ タ ノ ー ル

自 動 車 及 び ガ ソ リ ン を 内 燃 機 関 の 燃 料 と し て 用 い る ハ イ ブ リ ッ ド 車 並 び に パ ス ( 一 般 乗 合 用 の も
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日 ま で に 新 車 新 規 登 録 を 受 け た も の

軽 油 を 内 燃 機 関 の 燃 料 と し て 用 い る 自 動 車 そ の 他 の 前 号 に 掲 げ る 自 動 車 以 外 の 自 動 車 で 平 成

十 五 年 三 一 月 三 十 一 日 ま で に 新 車 新 規 登 録 を 受 け た も の
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れ 」 を 加 え 、 「 に そ れ ぞ れ 読 み 替 え る も の し を 削 り 、 同 項 第 二 号 中 「 こ の 号 」 の 下 に 「 及 び 第 三 一 項

第 二 号 」 を 、 「 省 令 」 の 下 に 「 附 則 第 五 条 の 二 第 二 項 」 を 加 え 、 同 項 第 三 号 中 「 プ ラ グ イ ン ハ イ ブ

リ ッ ド 車 」 の 下 に 「 ( 法 附 則 第 十 二 条 の 三 第 四 項 第 三 号 に 規 定 す る 充 電 機 能 付 電 力 併 用 自 動 車 を い

ぅ 。 第 三 項 第 三 号 に お い て 同 じ 。 ) 」 を 加 え 、 同 項 第 四 号 中 「 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 」 を 「 エ ネ ル ギ ー
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「 以 下 こ の 条 」 に 改 め 、 「 平 成 十 七 年 窒 素 酸 化 物 排 出 許 容 限 度 」 の 下 に 「 ( 同 号 に 規 定 す る 平 成 十 七
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の 二 第 六 項 」 を 加 え 、 同 項 に 次 の 表 を 加 え 、 同 項 を 同 条 第 一 一 項 と す る 。
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附 則 第 十 四 条 第 三 項 中 「 省 令 」 の 下 に 「 間 則 第 五 条 の 二 第 七 項 」 を 、 「 字 句 は 、 」 の 下 に 「 そ れ ぞ

れ 」 を 加 え 、 「 に そ れ ぞ れ 読 み 替 え る も の 」 を 削 り 、 同 条 中 同 項 を 第 二 項 と し 、 同 項 の 次 に 次 の 一

項 を 加 え る 。

3
 

次 に 掲 げ る 自 動 車 に 対 す る 第 百 三 十 五 条 第 一 項 か ら 第 三 項 ま で の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 当 該

自 動 車 が 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 平 成 二 十 七 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 聞 に 新 車 新 規 登 録 を 受 け た

場 合 に あ っ て は 平 成 二 十 七 年 度 分 の 自 動 車 税 に 限 り 、 当 該 自 動 車 が 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 平

成 二 十 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 聞 に 新 車 新 規 登 録 を 受 け た 場 合 に あ っ て は 平 成 二 十 八 年 度 分 の 自

動 車 税 に 限 り 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に

掲 げ る 字 句 と す る 。

電 気 自 動 車

平 成 一 一 十 一 年 天 然 ガ ス 車 基 準 に 適 合 し 、 か つ 、 窒 素 酸 化 物 の 排 出 量天 然 ガ ス 自 動 車 の う ち 、

が 平 成 二 十 一 年 天 然 ガ ス 車 基 準 に 定 め る 窒 素 酸 化 物 の 値 の 十 分 の 九 を 超 え な い も の で 省 令 附 則

第 五 条 の 一 雇 用 八 項 で 定 め る も の

プ ラ グ イ ン ハ イ ブ リ ッ ド 車

四 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 が 平 成 一 一 十 七 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 に 百 分 の 百 二 十 を 乗 じ て 得 た

数 値 以 上 か つ 平 成 三 十 二 年 度 基 準 エ 、 不 ル ギ l 消 費 効 率 ( 法 附 則 第 十 二 条 の 三 第 六 項 第 四 号 に 規
H

 
--
.J
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定 す る 平 成 三 十 二 年 度 基 準 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 を い う 。 ) 以 上 の 自 動 車 の う ち 、 窒 素 酸 化 物 の

排 出 量 が 平 成 十 七 年 窒 素 酸 化 物 排 出 許 容 限 度 の 四 分 の 一 を 超 え な い も の で 省 令 附 則 第 五 条 の 二

第 九 項 で 定 め る も の

五 軽 油 を 内 燃 機 関 の 燃 料 と し て 用 い る 乗 用 車 ( 第 三 号 に 掲 げ る 自 動 車 に 該 当 す る も の を 除 く 。 )

の う ち 、 道 路 運 送 車 両 法 第 四 十 一 条 の 規 定 に よ り 平 成 二 十 一 年 十 月 一 日 以 降 に 適 用 さ れ る べ き

も の と し て 定 め ら れ た 排 出 ガ ス 保 安 基 準 で 省 令 附 則 第 五 条 の 二 第 十 項 で 定 め る も の に 適 合 す る

も の
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動 産 」 と あ る の は 「 当 該 耐 震 基 準 不 適 合 既 存 住 宅 が 取 得 し た 日 か ら 六 月 以 内 に 耐 震 改 修 を 行 い 、

当 該 住 宅 が 耐 震 基 準 に 適 合 す る こ と に つ き 省 令 第 七 条 の 七 で 定 め る と こ ろ に よ り 証 明 を 受 け 、 か

つ 、 当 該 住 宅 を そ の 者 の 居 住 の 用 に 供 す る も の 」 と 、 「 第 七 十 八 条 の 五 第 一 項 」 と あ る の は 「 当

該 不 動 産 が 第 七 十 八 条 の 五 第 一 項 」 と 、 「 農 業 経 営 基 盤 強 化 促 進 法 」 と あ る の は 「 旧 基 盤 強 化 法 」

と す る 。

( 自 動 車 税 に 関 す る 経 過 措 置 )

9
 

改 正 後 の 附 則 第 十 三 条 及 び 第 十 四 条 の 規 定 は 、 平 成 二 十 六 年 度 以 後 の 年 度 分 の 自 動 車 税 に つ い

て 適 用 し 、 平 成 二 十 五 年 度 分 ま で の 自 動 車 税 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

中 部 圏 の 都 市 開 発 区 域 に お け る 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 を 廃 止 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す

る

平 成 二 十 六 年 六 月 二 十 五 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 条 例 第 三 十 二 号

中 部 圏 の 都 市 開 発 区 域 に お け る 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 を 廃 止 す る 条 例

中 部 圏 の 都 市 開 発 区 域 に お け る 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 ( 昭 和 四 十 四 年 石 川 県 条 例 第 七

号 ) は 、 廃 止 す る 。

附 員Jj

こ の 条 例 は 、 八 ム 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

2
 

こ の 条 例 に よ る 廃 止 前 の 中 部 圏 の 都 市 開 発 区 域 に お け る 県 税 の 課 税 の 特 例 に 関 す る 条 例 ( 以 下

「 旧 条 例 」 と い う 。 ) 第 一 条 に 規 定 す る 都 市 開 発 区 域 内 に お い て 、 平 成 二 十 六 年 三 月 三 十 一 日 ま

で に 旧 条 例 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 工 業 生 産 設 備 を 新 設 し 、 又 は 増 設 し た 者 に 対 し て 課 す る 不 動

産 取 得 税 及 び 固 定 資 産 税 に つ い て は 、 旧 条 例 の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 後 も 、 な お そ の 効 力 を 有

す る 。

石 川 県 健 民 自 然 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 六 年 六 月 二 十 五 日

石 川 県 知 事 谷 本 正

石 川 県 条 例 第 三 十 三 号

石 川 県 健 民 自 然 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 健 民 自 然 園 条 例 ( 平 成 六 年 石 川 県 条 例 第 二 十 二 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

トコ w
 

憲
憲
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第 七 条 中 「 石 川 県 片 野 鴨 池 健 民 自 然 園 ( 以 下 「 片 野 自 然 園 」 と い う 。 ) 」 を 「 健 民 自 然 園 」 に 改 め

る
第 八 条 各 号 及 び 第 九 条 か ら 第 十 二 条 ま で の 規 定 中 「 片 野 自 然 園 」 を 「 健 民 自 然 園 」 に 改 め る 。

ふ 叶 J
i  w n H F  員リ

( 施 行 期 日 )

l
 

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 項 の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行

す る 。

( 準 備 行 為 )

こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 石 川 県 健 民 自 然 園 条 例 ( 以 下 「 改 正 後 の 条 例 」 と い う 。 ) の 規 定 に よ2
 

る 石 川 県 夕 日 寺 健 民 自 然 園 の 指 定 管 理 者 ( 地 方 自 治 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ) 第 二 百 四

十 四 条 の 二 第 三 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者 を い う 。 ) の 指 定 及 び こ れ に 係 る 手 続 そ の 他 こ の 条 例 を

施 行 す る た め に 必 要 な 準 備 行 為 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 ( 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ) 前 に お い て

も 行 う こ と が で き る 。

( 経 過 措 置 )

3
 

施 行 日 前 に お い て 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 健 民 自 然 園 条 例 の 規 定 に よ り な さ れ た 処 分 、

手 続 そ の 他 の 行 為 は 、 改 正 後 の 条 例 の 相 当 規 定 に よ り な さ れ た も の と み な す 。

石 川 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 六 年 六 月 二 十 五 日

石 川 県 知 事 谷 本 正 憲

石 川 県 条 例 第 三 十 四 号

石 川 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

石 川 県 都 市 公 園 条 例 ( 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 条 例 第 五 十 九 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 一 項 の 表 中 央 公 園 の 項 中 「 中 央 公 園 」 を 「 い し か わ 四 高 記 念 公 園 」 に 改 め る 。

第 二 条 の 一 一 の 表 中 「 中 央 公 園 」 を 「 い し か わ 凹 高 記 念 公 園 」 に 改 め る 。

同t 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

( H B 泊 N
・ U 8 3 隊 挙 什 伊 ) 湖 北 〉

召 翌 週 刊
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